
令和７年１０月

建災防のご案内
建設業で働く皆さまの安全と健康を支援いたします

付録：イラストでわかる資格取得ガイド認ック
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セーフワーク宮城のシンボルマーク

じ 建設業労働災害防止協会（翻 ㈲ 宮城県支部

　　　　　

自然災害関連工事宮城安全衛生支援センター



１ 建設業労働災害防止協会とは

（１） 建災防（本部）
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（２）建災防宮城県支部

建災防宮城県支部は、昭和３９年１０月に発足し、県内に９
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名

　

称

　　　　　　

所在地

仙台分会

　

仙台市青葉区支倉町２‐４８（宮城県建設産業会館２Ｆ）

石巻分会

　

石巻市鹿又字山下西１１５－１

塩釜分会

　

塩竃市松陽台１丁目３－５㈱千葉鳶内

大崎分会

　

大崎市古川旭４‐３－２４（大崎建設産業会館内）

登米分会

　

登米市迫町佐沼字新大東６５（登米建設会館内）

気仙沼分会気仙沼市字長磯前林８４‐１（気仙沼建設産業会館内）

栗原分会

　

栗原市築館字留場中田１０３（栗原建設会館内）

仙南分会

　

柴田郡大河原町字新南５０－３（仙南建設会館内）

名亘分会

　

岩沼市桜５‐６‐２３
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２

　

建災防宮城県支部の活動
（１） 安全衛生活動への支援

　

①

　

安全衛生諸行事の実施

　　

■

　

全国安全週間（７月「日～ｒ７日）

　　　　

産業安全衛生宮城大会（労働局・災害防止団体共

　　　

催）の開催

　　　　

建災防宮城県支部長表彰の実施

　　　　

建災防週間ポスター、実施要綱の頒布

　　

■

　

全国労働衛生週間（１０月「日～７日）

　　　　

建災防週間ポスター、実施要綱の頒布

　　

■

　

全国建設業労働災害防止大会への参加支援

　　　　

建災防本部会長表彰の推薦

　　

■

　

年末年始労働災害防止強化運動

　　　　　

（宮城年末年始労働災害防止強化運動１２月１日～１月３１日）

　　　　

新年安全祈願祭、新年安全衛生推進大会の開催

　　　　

建災防運動ポスター、実施要綱の頒布

　　

■

　

年度末労働災害防止強調月間（３月１日～３月３１日）

　　　　　

建災防月間ポスター、実施要綱の頒布

② 事業場が行う安全衛生諸活動の支援

令和２年仙台大会のポスター

■

　

セーフワーク向上宣言活動の推進
■

　

団体・事業場が実施する安全衛生大会等への講師派遣・紹介
■

　

安全衛生パト□－ルの実施
■

　

安全管理士等による店社や現場に対する安全診断、助言指導
■

　

労働災害情報等の提供、法令改正情報の提供・説明会の実施
■

　

「建設の安全」「建災防みやぎ」「建災防からのお知らせ」等の配布
■

　

安全衛生に係る各種相談の対応

（２） 法定講習・教育等の実施

　　

労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育、職長教育等を実

　

施しています。
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詳しい講習・教育の実施予定日等は、当支部Ｈ

　

Ｐの講習案内
をご覧ください。

①技能言〉要

登 録 技 能 講 習 登

　

録

　

番

　

号

玉掛け技能講習 第 ４９‐２８１号

局所′－「｛±、中 三〒

　

．

　　　　　

一．ー－「ＹＭ，ｎっ白 第

　

５‐３８１ 号
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▼刀Ｅ．・Ｎ 第 ５‐３２８号

粗５７１回
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車両系－↓－：ニ嵩（解体用）運転技能講習 第 ５‐３３０ 号

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 第 ４９‐２０８６号

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 第 ５６‐１５９４号

］ンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 第 ５６－２０１１号

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 第 ５３‐８９５号

足場の組立て等作業主任者技能講習 第 ４８‐「５２６号

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 第ん４７‐２１１３妄言

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 第 ４８‐２１９１号

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 第 ２９‐「０１９ １号

石綿作業主任者技能講習 第 ０２‐１１２７－１号

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 第 ０５‐０２０２－１号

酸素欠乏作業・硫化水妻中毒危険１．：÷
．・‘エンユム：ー且ー「 申請予定

－↓

　　　

胸 了‘泊

　

＾

　　　

．－ｍ己伺二：；岬Ａ召 請首

　

※ 第 ０３‐０５１２

　

４号

※ 厚生労働省・国土交通省・環境省共管

車両系－↓－：ニ嵩（解体用）運転技能講習

　　　　　　　　　　　　　

第 ５‐３３０ 号

② 特別教育

　

その他の講習（令和８年度予定）
（特別教育）足場の組立て等特別教育、石綿取扱い作業従事者特別教育、研削といし取

替え等業務特別教育、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

（職長教育） 職長・安全衛生責任者教育

（再教育） 足場の組立て等作業主任者能力向上教育、車両系建設機械（整地等）運転

従事者教育、職長・安全衛生責任者能力向上教育

（その他） 熱中症予防管理者教育、現場管理者統括管理講習、建設現場のメンタルヘ

　　

ルス対策（職場環境改善実施担当者研修）、足場点検実務者研修、斜面点検者

　　

教育、化学物質管理者教育

【令和８年度

　

講習開始予定講習】

酸素欠乏作業・硫化水素中毒危険作業主任者技能講習、酸素欠乏危険作業特別教育

フルハーネス型安全帯を使っ
てのぶら下がり体験

県内各地で、ライブ配信による
サテライト教室を実施

３



③

　

建設従事者教育（６時間教育）－不安全行動防止のために－

　　

建災防が策定した「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針」に基

　　

づく「建設従事者教育」です。（現場への出張講習となります。お申込みは、当支部ＨＰから）

　　

作業員の方々に、自身の作業においてどのような危険が潜んでいるかご理解いただくた

　　

め、当支部では、実技訓練に加え、ＶＲ（ＶｉｒｔｕａＬＲｅａーｉｔｙ）を通したリアルな事故体験を

　　

ＫＹ「に取り入れた「ＶＲ－ＫＹ」や、エイジフレンドリーガイドラインに基づく転倒リスク評価測

　

定、土砂崩壊土圧体験、熱中症労働者向け教育、メンタルヘルス講習など、様々な手法を取

　　

り入れています。 （本教育は

　

国交省、宮城県、仙台市の工事成績評価の加点対象となっています。）

（３） 支援・助成事業 （令和７年度現在）

　　

①

　

自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業

　　　　　

防災減災、復旧・復興等を対象に、安全衛生活動を支援しています。

　　　　

宮城県支部内に、宮城安全衛生支援センターを設置し、現場巡回、訪問による安全衛生教

　　　　

育等を無料で行っております。同指導教育を実施されると、現場ごとに事業実施証明書を

　　　　

交付しており、安全衛生活動実施の証明に活用できます。
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Ｊ安全 － －ルの実施」

② 専門工事業安全衛生支援事業

１ 震災時の現地安全教育Ｅ

専門工事業や中小総合建設業での集団指導や個別指導、安全衛生バト□－ルの講師派
遣を無料で実施しています。加えて、専門工事業団体が指定を受けると、安全大会や集団
指導等の会場費の補助や安全啓発資料を提供しています。
（支援事業の主な内容）

　

◆

　

安全衛生大会の実施：会場費の一部補助、講師（推進員）の派遣

　

◆

　

集団指導・技術研修会：講師（推進員）の派遣
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◆

　

現場安全衛生パト□－ル

◆

　

個別の店社に対する指導（１年を通して、御社の安全パト□－ルや安全管理体制の

　

整備、職員への安全教育等を行います。）

③ 安全管理士等による安全パト□－ルや助言指導

　　

安全管理士は、建災防本部所属の安全衛生のプ□フエ、ソシヨナルです。

　　

東北エリアを管轄する安全管理士は、宮城県支部に駐在しており、東北各県に出張可能

　

です。中小総合建設業に対する安全バト□－ル等は無料で実施しています。お申込・お

　　

問合せは、宮城県支部まで。

④ 安全指導者の派遣

　　

建災防では、安全に係る有識者を「安全指導者」として配置し、現場の安全指導等を

　

お願いしています。宮城県支部では、安全衛生に詳しい安全担当部署の担当者等２９名

　

を委嘱し、発注機関や関係団体等主催する安全パトロール等をお願いしています。

（４） 木造家屋等建築工事安全対策委員会の運営

　

低層住宅等木造家屋の建築工事は、小規模なうえ、元

方の現場責任者が常駐していないことも多＜、安全管理上

様々な課題があります。
宮城県内では、建災防宮城県支部が運営事務局となっ
て、昭和 ５３年に、宮城県内の住宅建築関係団体の協力を

得て宮城県木造家屋等建築工事安全対策委員会が設立さ

れ、県内８地区委員会で、所轄労働基準監督署の御指導の
もと、安全パトロールや安全大会、研修会の諸活動を自主

的に実施し、低層住宅建築の安全管理の向上を目指してい
ます。

宮城県木造家屋等建築工事安全対策委員会
顧問

　

宮城労働局労働基準部健康安全課長

１ 地区木建委員会

　　

ｌ

地区 担当地区

仙台 仙台労働基準監督署

　　

（以下「監督署」」管内）塩釜

名亘

石巻 石巻監督署管内

気仙沼

古川 古川監督署管内

仙南 大河原監督署管内

瀬峰 瀬峰監督署管内
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参画団体

　

一・一＊ 一計協会宮城県支部

（公社）宮城労働基準協会

（一社）宮城県建設業協会

宮城県電気工事工業組合

宮城県管工業協同組合

（一社）宮城県建設職組合連合会

宮城県板金工業組合

宮城県塗装業組合連合会
プレハ方建来勤Ａ…－！！：． －－

（一社）宮城県優良住宅協会

５



３

　

建災防宮城県支部会員加入のお勧め

　　　

建設業労働災害防止協会は、労働災害防止団体法に基づき設立された厚生労働大臣の認可

　　

団体です。会員企業は、労働災害防止に積極的に取り組む建設業を営む宮城県内の企業（支

　　

店・営業所も含む）で構成され、自主的努力を進めることとしています。 会員になると、労働災

　　

害防止や従業員の健康確保に資する様々な支援・特典があります。

（１） 会員の種類

【会員】
●

　

１号会員（－般会員）～建設業を営む事業主であれば、規模の大小、職種のいかんを問わ

　　

ず、会員になれます。
●

　

２号会員（団体会員）～建設関係事業者団体が団体として加入されているもの。
●

　

賛助会員～当協会の事業目的に賛同した建設業以外の方

　　

＞

　

会員の加入状況（令和‐７年９月末現在）

「号会員（一般会員）数

　　　　　　

２号会員（団体会員）名簿

東北建設躯体工業会

宮城県管工業協同組合

宮城県建設職組合連合会

宮城県型枠工事業協同組合

宮城県コンクリート圧送協会

宮城県左官工業組合連合会

（一社）宮城県造園建設業協会

宮城県タイル協会

宮城県鉄筋工事業協同組合

宮城県電気工事工業組合

宮城県塗装業組合連合会

宮城県鳶土工業連合会

宮城県板金工業組合

（一社） みやぎ中小建設業協会

地区名 会員数

仙台 ３１７

仙南 ４４

名亘 ３１

塩釜 ２８

大崎 ５５

栗原 １９

登米 ２７

石巻 ５４

気 仙 沼 ２０

支社・支店 １４９

一般会員計 ７４４

団体会員 １４

賛助会員 ６

合

　

計 ７６４ 賛助会員

（２）会員特典

（株）安全教育センター

建設連合・白蟻．÷．
‘

　

二組合（建設連合・東

北地区労働保険振興会）

蔵王リース（株）

（一社）低層足場リース協会

（一社）宮城県優良住宅協会

杜の都建設協同組合【一 般 会 員 の 場 合】

　　　　　　　　　　

訳カカロが 口

①

　

安全週間等ポスター等の無料配布
②

　

情報誌「建設の安全」「建災防☆みやぎ」等情報誌の配布

６



③

　

安全衛生管理活動支援

④ 会員証の発行
⑤

　

安全衛生大会の参加支援
⑥

　

法令、災害等の情報提供

⑦

　

講習受講料（テキスト代）の割引

（３） 〈年会費〉一般会員の場合

前々年度の確定労災保険料に１，０００ 分の５を乗じた額で、２万円に満たない場合に

は、２万円とし、２５万円を超える場合は２５万円となります。２万円とし、２５万円を召える

　

ｐ

　　　　　

ま

　　　　　　　　

興趣そ愛撫

　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　

　

　　

　 　 　　　　　　　　　

　　　

　　 　

　

　

　

　

　　

　
　 　 　入会金はありません。加入方法は、当支部ホームページをご覧ください。

（４） 会員加入証明

建災防宮城県支部の会員である旨証明書を交付しております。 発注機関によっては、経営

審査事項にて加点評価項目に入っています。

（情報誌・会報（毎月発行）・死亡労働災害速報）

建設の安全
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イラストでわかる

　

資格取得ガイドブック

　

２０２６年版

－一幕壕整従
従
事審議薄雲豊三る

占

は
育

安全・安心な職場は、

　

安全衛生教育の受講から。

　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

労働安全衛生法令において定められている技能講習、特別教育などを受講し、
安全作業に必要な知識、 技能を身につけましょう！

て定められている技能講習、 特別教育などを受講し、 ㈱㈱瞳◎鞠９
技能を身につけましょう ！

　　　　　　　　　　　　　

嘉一・」 ▲、

　　　　　　　　　

　
　　 　

１ Ｎ Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ Ａ Ｔ １ Ｏ Ｎ

　　　　　　　

一」蹴

嚢 ◎ ①

　

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　

工作物の解体、 改修工事の例＝

（どくろ）（健康有害－生）（感嘆符）

　　　　　　　

●プラント等の配管のメンテナ

じ 建設業労働災害防止協会（建災防）
＠歪堕醤瀦毒綴 灘語，雲，ぎ謡鰯鰯，濃墨糟災害の〕

園
建災防の概要

　　　　　　　　

１ Ｎ Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ Ａ Ｔ １ Ｏ Ｎ

　　　　　　　

一 」蹴

■個人事業者（一人親方）等は、労働安全衛生規則で定める危険又は有害な業務を行う場合、
特別教育等を受講しなし、と仕事に就くことができません。 （令和９年４月１日施〒〒）

　

労働安全衛生法（安全衛生教育）

　

第５９条

　

第１項・２項 （略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

個人事業者 （一人親方）

　

３

　

事業者は、 危険又は有害な業務で、 厚生労働省令で定めるものに

　　　　　

施主や建設会社から個人で仕事を請け負し、、他

　

労働者を就かせるときは、 厚生労働省令で定める※１ところにより、

　　

人を雇用せずに仕事を行う者をいいます。

　

当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければ 作業従事役員等

　　

ならなし、。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

個人事業者及び厚生労働省令で定める数以下の

　

施主や建設会社から個人で仕事を請け負し、、他
人を雇用せずに仕事を行う者をいし、ます。
作業従事役員等
個人事業者及び厚生労働省令で定める数以下の
労働者を使用する事業者をいし、ます。

請負人（一次下請）

請負人（二次下請）

　

三日署

　

請負人（三次下請）

第５９条

　

第１項・２項 （略）
３

　

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに

　

労働者を就かせるときは、 厚生労働省令で定める※１ところにより、

　

当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければ

　

ならなし、。

　

※１

　

労働安全衛生規則第３６条参照

４

　

作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就

　

くときは、 同項に規定する教育を受けなければならなし、。

第６０条の２

　

第１項（略）
２

　

作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な
業務に就くときは、第５９条第４項に定めるもののほか、当該作業

　

を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全又は衛
生のための教育※２を受けるように努めなければならない。

　

※２

　

危険又は有害な業務に現に就いてし、る者に対する安全衛生教育に関する指針参照

■接着剤など化学物質を含んだ材料
を取扱う場合は、化学物質管理者が
作業を管理する必要があります。

　　　　

　

（炎）

　

（どくろ）（健康有害」１生）（感嘆符）

一建築物に加え、工作物を解体、 改修する場合は、
工作物石綿事前調査者講習修了者等の資格者が石綿
含有建材の有無について事前調査を行う必要があり
ます。
工作物の解体、改修工事の例＝

　

●プラント等の配管のメンテナンス工事

　

●電気設備（発電設備・配電設備・変電設備・送電設備）の改修工事

　

．ボイラー・圧力容器の部品交換工事

　

など

関図

このリーフレットはここからダウン□－ドできます。 ８
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． コンクリート橋の架設等作業
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一７ コンクリート工作物の解体等作業

　　　　　　　　

　　　

　　 　 　　　 　　　　　 　　　

　　　

　　　

　　

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業

　　　　　　　　　　　　

－

　 　

　

　　
　 　

　

　　

　　　　　

馨・・・・・・議 題馨霜
１

　

　

・・
・ 　

　　　　　　

　　　

　

　

　　　　　　　
ｒ職長．安全衛生

き．

　　

常務孝三；　　　　　　　　　



注１）本紙に示した資格は、建設業で特に関係の深い主な資格です。

　　

イラストは、すべてイメージであり、実際の作業状況を一部省略している部分があります。
注２）作業名に付してし、る番号は、本紙で詳解している項目番号です。
注３）本紙では法令を以下のとおり略しています。

　　

安衛法：労働安全衛生法

　　

施行令：労働安全衛生法施行令

　　

安衛則：労働安全衛生規則

　　

石綿則：石綿障害予防規則

必要な知識と技能を身につけましよう！
ｒ′さき
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匿地・運搬・触込み用及び掘削用］

－－
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土止め支保工の組立て等作業

　

　

　

　

　

　

　　 　

ｉ
－－１，Ｌ
、
ＩＨ

ンダ）の取替え◎）

′－・
ｒ、

　

、

　　

．

　
　

１． ◎は、 作業主任者技能講習を修了していることが必要となる業務です。

　　

法令で定められた危険有害な業務で、安全衛生上特別の管理が必要とされる作業を

　

行う場合には、作業者を直接指揮する作業主任者の配置が必要です。

　　

作業主任者は、作業方法や労働者の配置を決定し労働者を直接指揮するなどの職務

　

が定められており、安全な作業を行うために大変重要となる国家資格です。

　　

作業主任者は、作業の内容に応じて、登録教習機関が行う技能講習を修了した者又

　

は指定試験機関が行う免許試験に合格した者のなかから、事業者が選任するものです。

２． ◎、◎、◎は、試験に合格してし、ること、運転等技能講習又は特別教育を修

　

了していることが必要となる業務です。

（１） ◎は、免許贈号者

　

指定試験機関が行う試験に合格し、都道府県労働局長の免許を受けた者です。

（２） ◎は、技能講習修了者

都道府県労働局に登録した登録教習機関が行う講習を修了した者です。

（３） ◎は、特別款肖 〔特別教育に準じた称誉を含む）修了モ，
各事業者が法令で定められた一定のカリキュラムに基づし、て行う教育を修了した者です。

３．ｆ瀞は石綿調査者講習を修了していることが必要となる業務です。

　

石綿調査者は、建築物、又は工作物の解体又は改修の作業を行う前に、石綿等の使

　

用の有無の調査を行う者で、都道府県労働局に登録した講習実施機関が行う講習を修

　

了した者です。

４．従う、 ０は、 次のいずれかの教育を修了していることが必要となる業務です。
（１） ◎は、安衛法第１９条の２に基づく労働災害防止のための業務に従事する者に対す

　

る能力向上教育（概ね５年ごとに行う「定期教育」と機械設備等に大幅な変更があっ

　

たときに行う「随時教育」）を修了した者です。

（２）こうは、安衛法第６０条の２に基づく危険又は有害な業務に就いている者に対する安

　

全衛生教育（概ね５年ごとに行う「定期教育」と機械設備等に新たなものに代わると

　

きに行う「随時教育」）を修了した者です。

５． ⑰は、 １～４以外の教育を修了していることが必要となる業務です。

　

法令で定められた職務に従事するために、行政通達に基づき行う教育です。

くわしくは、 次の労働安全衛生関係法令を参照してください。
◆作業主任者関係

安衛法第１４条＝施行令第６条＝安衛則ほか
つ

　

免許・技能講習《足場の組立て等作業主任者

　

など》
◆就業制限業務関係

　　　　　　　　　　　　　　　

う
安衛法第６１条＝施行令第２０条＝安衛則ほか

　　　

ｉ

コ

　

免許．技能講習《機体重量３トン以上のドラグ・ショベルの運転など》
◆危険・有害業務に従事する者に対する特別教育関係

安衛法第５９条第３項＝安衛則第３６条ほか
つ

　

特別教育《作業床の高さ１ｏｍ未満の高所作業車の運転など》
◆建築物等の石綿含有建材使用の事前調査関係

コ 石綿則第３条ほか

１０



足場の組立て等作業
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国地山の掘削作業

喝型枠支保工の組立て等作業

作業主任者（技能講習）
◆対象作業：

型枠支保工の組立て又は解体の作業

◆受講資格＝

①型枠支保工の組立て又は解体の作業に３年以上従事した経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その

後型枠支保工の組立て又は解体の作業に２年以上従事した経験を有する者

③その他

．
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注１）受講資格の③その他につし、ては、安衛則別表第６に基づく各技能講習規程をご参照ください。
注２）能力向上教育は、労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応し、 安

全衛生水準の向上を図ることを目的に、安衛法第１９条の２

　

に基づく教育をいし、、表紙では「労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向
上教育に関する指針」 に教育内容、時間等力１」キュラムが示

　

されてし、るものを掲載してし、ます。
１１

作業者（特別教育）
◆受講対象者＝
満１８歳以上であって、足場の組立て、解体

又は変更の作業に従事する者

　

注）年少者労働基準規則第８条により、満

　　

１８歳未満は、業務に就くことはできません。

作業主任者
（１． 技能講習）

◆対象作業：

　

つり足場、張出し足場又は高さが５ｍ以上の構造の足場

の組立て、解体又は変更の作業

◆受講資格：

①足場の組立て、解体又は変更の作業に３年以上従事した

　

経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木、建築又は造船に関す

　

る学科を専攻して卒業した者で、その後足場の組立て、

　

解体又は変更の作業に２年以上従事した経験を有する者

③その他
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〆
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点検者〔足場点検窮務者研修等）
◆受講対象者：

①建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者

②店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工

　

事現場の安全パトロール等の業務を担当している者
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（２．能力向上教育）

◆受講対象者：

技能講習修了後または前回受講後概ね５年が

経過した作業主任者

－－：÷ ：二：二二
÷二 〒′

作 業

　　　　　　　

ノ
：－

作業主任者（技能講習）

　

「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」修了者から作業に応じて、地山の掘削作

業主任者又は土止め支保工作業主任者を選任

◆対象作業：

地山の掘削：掘削面の高さが２ｍ以上の地山の掘削の作業

土止め支保エニ土止め支保工の切りぱり又は腹おこしの取付け、取はずしの作業

◆受講資格：

①地山の掘削の作業又は土止め支保工の組立て等の作業に３年以上従事した経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木、建築又は農業土木を専攻して卒業した者で、その
後地山の

掘削作業又は土止め支保工の組立て等の作業に２年以上従事した経劉験を有する者

⑨その他
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⑧ 土止め支保工作業
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圏建築物等の鉄骨の組立て等作業

作業主任者（技能講習）
◆対象作業：
建築物の組立て等におし、て、金属製の部材により構成されるも
の（高さが５ｍ以上）の組立て、解体又は変更の作業

◆受講資格：
①建築物等の鉄骨の組み立て等の作業に３年以上従事した経験を
有する者
②大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻

　

して卒業した者で、その後建築物等の鉄骨の組み立て等の作業

　

に２年以上従事した経験を有する者
⑨その他

◎木造建築物の組立て等作業
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作業主任者
（１．技能講習）
◆対象作業：

　

軒の高さが５ｍ以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地
の取付け作業

◆受講資格：
①木造建築物の構造部材の組立て等の作業に３年以上従事した経験を有する者
②大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した
者で、その後木造建築物の構造部材の組立て等の作業に２年以上従事した経
験を有する者
⑨その他

（２．能力向上教育）
◆受講対象者＝
技能講習修了後または前回受講後概ね５年が経過した作業主任者

“コンクリート工作物の解体等作業

作業主任者（技能講習）
◆対象作業＝
高さが５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

◆受講資格：
①コンクリート工作物の解体等の作業に３年以上従事した経験を有す

　

る者

②大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻して
卒業した者で、その後コンクリート工作物の解体等の作業に２年以
上従事した経験を有する者

⑨その他
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鋼橋架設等作業

作業主任者（技能講習）
◆対象作業＝

　

上部構造の高さが５ｍ

以上又は支間が３０ｍ以

上の鋼橋の架設、解体又

は変更の作業
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コンクリー ト橋架設等作業

　　　　

●－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐・－

　

－ノ

作業主任者（技能講習）
◆対象作業＝
上部構造の高さが５ｍ

以上又は支間が３０ｍ以

上のコンクリート橋の架

設又は変更の作業

◆受講資格：

①鋼橋架設等の作業に３年以上従事した経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木又は建築に関する学科を

　

専攻して卒業した者で、その後銅橋架設等の作業に２年以

　

上従事した経験を有する者

③その他
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ずし、道等の掘削等作業

（特別教育）

　　　　　　　　　　　　　　

ｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

◆受講資格：

①コンクリート橋架設等の作業に３年以上従事した総験を有

する者

②大学、高等学校等におし、て、土木又は建築に関する学科
を

　

専攻して卒業した者で、その後コンクリート橋架設等の作

　

業に２年以上従事した経験を有する者

⑨その他
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ｌｌずし、道等の覆工作業
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◆対象作業：

ずし、道等の掘削作業又はこれに伴うずり積み、資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の業務

◆受講対象者：

対象作業に従事する者

　

注

　

労働基準法第６３条（坑内労働の禁止）及び第６４条の２（坑内業務の就業制限）により、 業務に就くこと
ができない者が規定されてし、

　　　　　　　　　　　　　

ｆ

　　

ｒ
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－

　　　　　　　　　　　

－」

　　　

・　　　　　

　

　　

　

　　　　

作業主任者（技能講習）
◆対象作業＝

　

ずい道等の掘削、ずり積み、ずし、道支保工の組立て、□ツク

ポルトの取付け又はコンクリート等の吹付け作業

◆受講資格＝

①ずし、道等の掘削等の作業に３年以上従事した経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木、建築又は農業土木に関
す

　

る学科を専攻して卒業した者で、その後ずし、道等の掘削等の

　　

に２年以上従事した緩験を有する者

　　

ｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－ｙ
　

　　

‐／

　　　　　

作業主任者（技能講習）
◆対象作業：

　

ずい道型枠支保工の組立て、移動、解体又はコンクリート打

設等の作業

　　　　　　

っ

◆受講資格：

①ずし、道等の覆工の作業に３年以上従事した経験を有する者

②大学、高等学校等におし、て、土木、建築又は農業土木に関す

　

る学科を専攻して卒業した者で、その後ずし、道等の覆工の作

　

業に２年以上従事した経験を有する者

③その他
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作業主任者（技能講習）
◆対象作業：

　

石綿等を取扱う作業

◆受講資格：
なし

調査者（建築物石綿含有建材罰蓋者講習）
◆職務：
建築物等の解体改修工事におし、て、対象建築物の石綿
等の使用の有無につし、ての調査

◆対象建築物＝一戸建て住宅を含むすべての建築物
◆受講資格：

①石綿作業主任者技能講習修了者
②大学において、建築に関する過程を修めて卒業した
後、建築に関して２年以上の実務経験を有する者
③その他
注）その他は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程

　

第７条をご参照ください。

注）この講習のほか、工作物石綿事前調査者講習の修了者
など、調査対象物によっては、資格が異なります。

胸酸素欠乏危険作業、硫化水素中毒危険作業

作業者（特別教育）
◆受講対象者：酸素欠乏危険場所注）における作業に従事する者

　

注）施行令別表第６を参照

作業主任者（技能講習）
◆対象作業：

　

第１種酸素欠乏危険作業：雨水などが滞留してし、る暗きょ、
マンホールの内部など施行令別表第６に定める場所における作
業で、第２種酸素欠乏危険作業以外の作業（酸素欠乏症等防止

規則第２条第７号）

　

第２種酸素欠乏危険作業：酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫

化水素中毒にかかるおそれのある場所として、厚生労働大臣が
定める場所での作業（酸素欠乏危症等防止規則第２条第８号）

◆受講資格：

　

なし
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有機溶剤を取扱う作業

作業者
（１．特別教育に準じた教育）
◆受講対象者：有機溶剤を取扱う業務に従事する者

　

（昭和５９年６月２９日付け基発第３３７号）

（２．安全衛生教育）

◆受講対象者：

特別教育に準じ
た教育修了又は前

回受講後、概ね５
年が経過した作業

作業主任者
（１． 技能講習）
◆対象作業：屋内作業場やタンクの内部などで、有機溶剤を取扱う作業
◆受講資格：なし

（２．能力向上教育）
◆受講対象者：技能講習修

了後又は前回受講後、概ね
５年が経過した作業主任者
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．‐”…”…

　

－〆〆
′

１２石綿を取扱う作業

作業者（特別教育）
◆受講対象者＝

　

石綿の取扱し、作業及び石綿をその重量
の０．１％を超えて含有する製剤その他の
物（石綿等）を取扱う作業に従事する者

　　　　　　

受講・修了者

　　　

第１種酸素欠乏危険作業

　

第２種酸素欠乏危険作業

作業者

　

特別教育

　　　　　　　　　　　

育規程第１条

　　　　　　

育規程第２条

　　　　　　　　　　　　　　　　

（４時間）

　　　　　　

（５・５時間）

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

厄

　

業Ｉ

　　　　　　　　

１納空 ＃間 勘壮酬飴－総皇…，ヱ；柵翌は酬慾，ー

　　　　　　　　　

　　　　　　　　 　　

　

　　　　　　　
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

口′ＷＩ工中

　　　

小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別ロ

　　

ー

　　　　　

皿

　　

１は臨

　　

＾ 皿

　　

ｌ

　　　　　　　　　

ｒ

　　　

酸素欠乏危険イ同業主任者

　

酸素欠乏危険作業主任

　　　　

選任できなし、

　

作業

　

技能講習

　　　　　　　　　

者」を選任できる。
主任者

　

酸素欠乏．硫化水素中毒

　

「酸素欠乏危険作業主任

　

「酸素欠乏危険作業主任

　　　　

危険作業主任者技能講習

　

者」を選任できる。

　　　

者」を選任できる。
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１圏アーク溶接等作業

作業者（特別教育）
◆受講対象者：アーク溶接機

を用し、て行う金属の溶接、溶

断等の作業に従事する者

ｒ筒ガス溶接等作業

「ーーーーーーーーーーーーー「・「

　　

、．＼，

　　

　

／・
／

作業主任者
（金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習又は特定化学物質

及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習）

◆対象作業：金属をアーク溶接する作業、アークを用し、て金属

を溶断し、又はガウジングする作

　

ｒ「【－－ 【「？〆 ケメｒ業その他の溶接ヒュームを製造

　

Ｌ

　

‐

　　　

， 事赤
●
，

し、 又は取扱う作業

　　　　　　　

・ｉ”‘１’１”．岬－．

　

ぬけ」…

◆受講資格＝なし

　　

”－”．

　　　　　　　　　　　　　　　

”÷÷÷÷÷ニニ：：－＝：：コｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・一・・．・′－－

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

作業者
（技能講習）
◆受講対象者：可燃１１生ガス及び酸素を用い

て行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に

従事する者

◆受講資格＝なし

（安全衛生教育）

◆受講対象者：

技能講習修了後、概ね５年が経過した者

作業主任者
（ガス溶接作業主任者免許）

◆対象作業：

金属アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置

を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

◆免許１鵡験の受験資格：

　

ガス溶接技能講習を修了した者であって、その

後３年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有

する者など、安節則別表第４に定めるもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・ち よ っ と ひ と 休 み・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｑ

　

学校を卒業し、建設会社に入社したら、会社は安全に仕事をするため必要な資格や管理者教育受講などの機会を設けて

　

くれますか？

Ａ

　

基本的に会社は、社員が健康で安全に働くことができるよう、安全衛生に関する教育の実施、仕事を安全に進めるため

　

の管理監督者の資格の取得及び教育を受けさせ、選任することが安衛法において義務づけられてし、ます。

　　

５０人未満の会社を例に、入社してからの安全衛生に関する教育受講の一例を挙げます。

　　　　　　　

１

　　　

に己置

　　　　　　　　

…

　

たな

　　

ｐに

　　　

え そ

　　

に

　　　

え

糧驚 壷

　　

就業制限離叛顔
隅圏 圏 器任

　　

職長．安全衛蝋 緒に選任

　　

難衛生推進者に選任

　　　　　

置

　

か 蓑こ

　

三穿と毒 も ・

　

１事

　

壷

　　　

，
安

　　　

　
　

　

　

　　

　

　

　 　
　

　　

　

　

　

　　

　　

　

育

　　

響 響

　　

ー
・ 塾
１
響

　　　

１

　

．蚕
・

　　

１憲

安
篇
霊
選
者
里
高
上
敦
育
‐裏
冊

安
禽
型
蝉
遮嘉
男
向
上
馨
”・控
時

ー蔓
‐安
全彊聖
霊
砦
敏
一胃塑
高
志
音

購
震
．安
途
鞠
一生－舜性器
敬
鱈国

　　　　　　　

注

　

ー

　

免
許
・技
能
講
習
・特
別
教
育
に
関
す
る
安
全
衛
生
教
育

，
一

　

免
許
・技
能
弼
習
・特
別
教
育
に
関
す
る
安
全
衛
生
教
育

免
許
・技
能
講
習
・特
別
教
育

　免許
・技
能
講
習
・特
別
教
育

新
規
入
場
時教
育

　
　
類

　

蓬

　

　 注）安全衛生教育及び能力向上教育の定期教育は概ね５年ごとに行う。
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ロ刃車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転業務

　

運転者
州 ◆機体重量３ｔ未満＝（特別教育）

　

◆機体重量３ｔ以上：（技能講習）

◆受講資格：なし

整地・運搬・積込み用機械
・ブル・ドーザー
・モーター，グレーダー
・トラクター・ショベル
・ずり積機
・スクレーパー
・スクレーブドーザー

掘削用機械

　

パワー．ショベル
・ドラグ・ショベル
．ドラグライン
．クラムシエル
・バケット掘削機

注）受講修了し、運転資格を取得することができても、 年少者労働基準
規則第８条により、満１８歳未満は、運転業務につくことはできません。

（安全衛生教育）
◆受講対象者：
運転資格取得後概ね５年ごとに受講

Ｄ◎車両系建設機械（解体用）運転業務

運転者
◆機体重量３ｔ未満：（特別教育）
◆機体重量３ｔ以上：（技能講習）

◆受講資格＝なし

注）受講修了し、運転資格を取得することができても、年少者労働
基準規貝１」第８条により、満１８歳未満は、運転業務につくことはで
きません。

（安全衛生教育）
◆受講対象者：
運転資格取得後、又は前回受講後概ね５年が経過した運転者

間不整地運搬車運転業務

鴎者
◆最大積載量ｌｔ未満：（特別教育）
◆

　　

′′

　　

ｌｔ以上＝（技能講習）

◆受講資格＝なし

注）受講修了し、運転資格を取得することができても、年少者労働
基準規則第８条により、満１８歳未満は、運転業務につくことはで
きません。

注１）ここでし、う 「安全衛生教育」とは、 新規機械の導入や作業態様の変化等に対応し、新たな知識や技能を取得することを目的に、安衛法第６０条の２

　

に基づく教育です。ここでは「危険又は有害な業務に現に就し、てし、る者に対する安全衛生教育に関する指針」により、教育内容、時間等カリキュラム
が示されてし、るものを掲載しています。

ｈ．「、・ｒ、ｈ“、っ
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、へ・．た
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イベム”
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ゞ

　　　

ゞ

　

ｒ

　　　

′Ｌｒ「

運転業務

　　　　

、・ ぎ 縄 目餅陶業車運転業務

解体用機械

　

プレー力
・鉄骨切断機

　

］ンクリート圧砕機
・解体用つかみ機

運転者
作業床を最も高く上昇さ
せることができる高さ
◆１ｏｍ未満：（特別教育）
◆ｌｏｍ以上：（技能講習）

，伸縮ブーム型
，屈折ブーム型
，混合ブーム型
垂直昇降型

・トラック式
◆ク□－ラ式
・ホイール式

◆受講資格＝なし

注）受講修了し、 運転資格を取
得することができても、年少
者労働基準規則第８条によ
り、満１８歳未満は、運転業
務につくことはできません。

・ホイール式（タイヤ式）
・ク□－ラ式（履帯式）

　

、

　　　　　　　　　　　　　

，
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削玉掛け業務

業務従事者
◆つり上げ荷重ｌ

　

ｔ未満：（特別教育）
◆

　　

′′

　　　

ｌｔ以上：（技能講習）

◆受講資格＝なし

（安全衛生教育）
◆受講対象者：資格取得後

又は前回受講後、概ね５年
が経過した者

留移動式クレーン等運転業務

運転者
◆つり上げ荷重ｌｔ未満

　　　　

：（特別教育）
◆

　　

〃

　　　

ｌｔ以上５ｔ未満：（技能講習）
◆

　　

′′

　　　

５ｔ以上

　　　　

：（免許）

（安全衛生教育）
◆受講資格＝免許取得後概ね５年が経過した者

，トラッククレーン
ホイールクレーン
・クローラクレーン
・鉄道クレーン
．浮きクレーン

動式クレーン等運転業務

　　　　　　　　

、
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ーケヤザ

弱車両系建設機械（締固め用）運転業務〆

　

「

　

】^【ず恥哩ででべ〆▲メノごｆ〆＼－！弟，．４埴

　

｛ゞ居「；ゞ声ー；ｒ～′｛雲加熱くｉ”▼

　

〆ル、でしザ』”Ａメザ”′・“＼－‐ｒ～↑′ｆ‐“、・′？”サ

　

”｛‘

　

、【０で÷－「ヘー、リミ

　

蔓す”〈雪絹トメ

運転者

　

（特別教育）

◆受講資格＝なし
注） 受講修了し、運転資格を取得することができても、年少者労働

　

基準規則第８条によりで

　

満１８歳未満は、運転業務につくことはで

　

きません。

（安全衛生教育）
◆受講対象者：運転資格取得後

概ね５年ごとに受講

締国め用機械
・ローフ－

ミ
で～く隻一”ヌ蝉僻柳伽＊粘一

　

轡

　

楯臥繰事棚耀醐韓難っ蝋撫‐” ＊ず＊“綬メ射ず鑑，認川幅１ザで柵

　　　

　

　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ 関 ロープ高所作業
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ぎ修露了死者も
で準急越

　

智奉書準さ
規閲諺上
条
の烏森

簾 就 に とはできま

　　

ｔ

　　　　

，

・・－－，
二，，．キー
＼
－
－
：

鍋巻上げ≦涛龍コ転業務

吾

　

運転者（特別教育）

　

（用途（例））

匡

　　　　　　　　　　　

．左官エ事、屋根エ事等の荷揚げ機

　　　　　　　　　　　　　　

・木造家屋工事の瓦揚げ機
樗

　

◆受講資格：なし

　　　　

・トンネルたて坑）の荷揚げ機

　　　　　　　　　　　　　　

・作業船の操船用、係船用

　　　　　　　　　　　　　　

・橋梁工事の橋桁移動時

　

　

　　　　
　

　

　

　

　　　　　

　　　　
　
　 　　

　

　 　　

節フルハーネス型安全帯使用作業

　　

フルハーネス型安全帯使用作業従事者（特別教育）

　　

◆受講資格＝なし

　　

注） 満１８歳未満の方は

　　　

受講することはできま

　　　

すが、 修了しても年

　　

少者労働基準規則第
‘

　　　

８条により、高さ５ｍ

　　　

以上の高所作業に就
くことはできません。

　　

注）安全帯のことを労働安

　　　

全衛生法令では、「墜落

　　　

制止用器具も とし、し、ます。

　　

ー
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年弱研削砥石の取替え、試運転業務

　　　

　

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　

建設業では、 グラインダなどの研削用砥石が該当します。

グラインダ使用作業従事者

　　　

・携帯用グラインダ

　　　　　　　　　　　　　　　

・卓上グラインダ
（特別教育）

　　　　　　　　　　　

・切断機

注）特別教育は、自由研削砥石
（グラインダ）の砥石の取替
え、又は試運転が対象です。

　

特別教育では、 グラインダ
の使用方法などにつし、ても教
育することが望ましし、です。

◆受講資格：なし

ｒ留 電気取扱し、業務

　　　　　　　

電気取扱し、業務従事者

　　

◆低圧：（特別教育）

　　　

（直流で７５０Ｖ以下、交流で６００Ｖ以下の充電電路の

　　

敷設、修理、又は配電盤室等区画された場所の低圧の電略

　　

のうち、充電部分が露出してし、る開閉器の操作業務従事者）

　　

◆高圧、特別高圧＝（特別教育）

　　　

（直流で７５０Ｖを、 交流で６００Ｖを超えて、７０００Ｖ

　　

以下の充電電路、支持物の敷設、点検修理、操作の業務）

◆受講資格：なし

　

／ｒム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

‐‐・“‐‐－－ー－－－“－－－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ【【”▼▼情【

　

「

ｒ 閏 テールゲートリフター操作業務

　

ノ

　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　　

操作者（特別教育）
◆受講対象者：
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務従
事者

注）テールゲートリフターの操作
◆受講資格：なし

　　　　　　　

の業務そのものを行わない者で
あっても□－ルポツクスパレッ
ト等をテールゲートリフター
の昇降板に載せ、又は卸す等の
作業を行う者にあっては、特別
教育を受けることが望ましし、。

　　

・アーム式（チルト式）

　

・垂直式

　　　

・後部格納式

　　　

・床下格納式

， 鋼 刈払機取扱い業務

　　　　　　　

取扱い業務従事者

　　　　　　

歯のタイプ

　　　　　　　　　　　　　

・ナイ□ンコード

（特別教育に準じた教育）

　　　

・チップソ一
◆受講対象者：

　　　　　　　　　

など

刈払機を取扱う者

平成１２年２月１６日基発第
６６号
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・ー．

　　

・ーー

　

－－ーー一↓－－ － －・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、‐

「 飽 丸のこ等取扱し、業務

　　　　　　

ノ

　　

、ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ／

取扱い業務従事者

　　　　　　　　

・携帯用丸のこ盤

　　　　　　　　　　　　　　　

・携帯用丸のこ

（特別教育に準じた教育）

　　　　　

・可搬式丸のこ盤
◆受講対象者＝

　　　

丸のこ等を取扱う業務従事者

　

　　

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

，（ 距ョチェーンソー以外の振動工具取扱い業務）：

　

＼

　　　　　

．・

　　

・

　

‐

　

「‐′

　

で「、．

　

、ｈハ．．・【

　

，‐

　　

、

　　　

ご

　　　　　

＾

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

－－／

取扱い業務従事者

　　　　　　

・さく岩機、 コンクリートブ

　　　　　　　　　　　　　　　

レーカー

（特別教育に準じた教育）

　　　　

・エンジンカッター

◆受講対象者：

　　　　　　　　

・携帯用皮はぎ機

　

チェーンソー以外の振動

　　　

・携帯用タイタンバ「

　　　　　　　　　　　　　　

‐インパクトレンチ
工具を取扱う業務従事者

：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’
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建設作業所における安全衛生管理体制
ｏ ｏｏ循環鯖庭鑓勝る檀醒圏瑠調◎膿翼縞

〆′
′丁－－－－－－－－Ｌ＼

　

＼

安衛法では、作業所の規模、工事内容及び各事業場の規模等に応じて、安全衛生管理を担当する者の選任を義務づけ

てし、ます。

事業場の規模

１０人以上５０人未満 ５０人以上 １００人以上

◆安全衛生推進者

安心な職場は

工事の種類
作業所の規模

２０人以上 １

　

３０人以上 ５０人以上

鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の工事 ◆店社安全衛生管理者（元請）

　

１

◆統括安全衛生責任者（元請）
◆元方安全衛生管理者（元請）
◆安全衛生責任者（協力会社）ずし、道、 一定の橋梁、 圧気工事

上記以外の建設工事

「

　　　　　　

作業所の安全衛生管理体制 （例）

　　　　　　

Ｌ１

元請会社（常時２０人の職員を使用する場合）

　

・統括安全衛生責任者（安衛法第１５条）

　　　　

（※作業所全体におし、て、元請会社の職員（労働者）及び協力会社の労働者を合わせて５０人以上の場合）

　

・元方安全衛生管理者（安衛法第１５条の２）

　

・安全衛生推進者（安衛法第１２条の２）

災害防止協議会（安全衛生協議会）
（元請会社・協力会社）

協力会社（常時２０人の直傭労働者を使用する場合）
・安全衛生推進者（安衛法第１２条の２）
・安全衛生責任者（安衛法第１６条）
・作業主任者（安衛法第１４条）
・職長（安衛法第６０条）
・作業者（運転者、作業指揮者、監視人、誘導者など）

協力会社（常時６０人の直傭労働者を使用する場合）
・安全管理者（安衛法第１１条）
・衛生管理者（安衛法第１２条）
・産業医（安衛法第１３条）
・安全衛生責任者（安衛法第１６条）
・作業主任者（安衛法第１４条）
・職長（安衛法第６０条）
・安全衛生委員会（安衛法第１９条）
・作業者（運転者、作業指揮者、監視人、誘導者など）

協力会社（常時８人の直傭労働者を使用する場合）
・安全衛生責任者（安衛法第１６条）
・作業主任者（安衛法第１４条）
・職長（安衛法第６０条）
・作業者（運転者、作業指揮者、監視人、誘導者など）

１９



職長（安衛法第６０条） 安全衛生責任者（安衛法第１６豪）

醗酵　題
－－

職長の職務：作業方法の決定、労働者の配置

　

など
安全衛生責任者の職務＝統括安全衛生責任者との連絡

　

など
対象作業所：同一の統括安全衛生責任者を選任すべき作業所において仕事を行う関係請負人（協力会社）

選任要件＝建設業では、職長が安全衛生責任者を兼務することが多いことから、「職長・安全衛生責任
者教育」を修了した者から選任

注）建災防では、職長．安全衛生責任者教育及び同能力向上教育に準じた教育を実施しています。

－－

　

安全衛生推進者（安衛法第１２条の２） …１１１１１吻

職務：危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
など

対象事業場＝常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事
業場
選任要件：一定の学歴と経験を有する者
対象教育：
◆選任要件を満たしてし、る者に対し、選任時に行う教育

　　

安全衛生推進者能力向上教育（初任時）
◆初任時教育受講後、定期的に行う教育

　　

安全衛生推進者能力向上教育（定期）

注）建災防では、能力向上教育（初任時）の講師を養成する講座を実施

　

してし、ます。

店社安全衛生管理者（安衛法第１５条の３）

職務：建設現場の統括安全衛生管理を行う者に対する指導

　

など

対象事業場：
◆労働者数が常時２０人以上５０人未満の鉄骨造、鉄骨鉄筋コン

　

クリート造の建築物の建設の仕事を行う事業場
◆労働者数が常時２０人以上３０人未満のずし、道等の建設の仕
事、圧気工法により作業を行う仕事、一定の場所での橋梁の
建設工事を行う事業場

選任要件：一定の学歴と経，験を有する者

対象教育：店社安全衛生管理者能力向上教育

　　　　　　　　　

腰業務に対応し、 選任が必要な主犠

化学物質管理者
（安衛則第１２条の５）

職務＝化学物質に関するリスクアセ
スメントの実施管理

　

など

対象事業場＝リスクアセスメント対
象物を製造し又は取扱う事業場

選任要件：化学物質に関する必要な
能力を有する者

保護具着用管理責任者

　

吻

　　　

熱中症予防指導員管理者
（安衛則第１２条の６）

職務：保護具の適切な選択、使用に関す
ること

　

など

対象事業場：リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取扱う事業場

選任要件＝保護具に関する知識及び経験
を有する者

対象教育：化学物質管理者講習 ・

　　　

対象教育：保護具着用管理責任者教育

職務：
協議組織の設置、運営など特定元方事業者の講ずべき事項の統
括管理
対象作業所：
同一の場所で、元請、協力会社を合わせて５０人以上の労働者
が混在する作業所

注）建災防では、同一の場所で元請、協
力会社を合わせて常時５０人未満の統
括管理が必要な作業所の作業所長等を
対象に、「現場管理者統括管理講習」
を実施してし、ます。

職務：

　

統括安全衛生責任者の指揮の下、協議組織の設置、運営など技
術的事項の管理
対象作業所：

　

統括安全衛生責任者を選任した作業所
選任要件：

　

一定の学歴と経験を有する者

　　　　　　　　　　

，‐，

職務：高温多湿作業場所における熱中症
予防対策（作業者に対する労働衛生教育の
指導者を含む）
選任要１４′ニ熱中症
予防に関する知識

ぎ経験を有する 総ｒ離船
対象教育：
◆指導員、管理者＝熱中症予防指導員・管
理者研修

２０



　

危険、有害な業務では、有資格者の選任のほか、作業指揮者等の配置が必要です。

＼＼＼＼＼＼－－…
裕
二
選

＼

任
二
指名等

作業

資格、選任、指名等

免許取得者 技睦講習修了者 特別教育受講者 事業者の選任、指名、配置等

１足場の組立て等 作業主任者 作業者 作業指揮者 監視人 点検者

２地山の掘削 作業主任者 作業指揮者 誘導者 点検者 測定者

３土止め支保工 作業主任者 点検者

４型枠支保工の組立て等 作業主任者 監視人

５建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者 作業指揮者

　　

監視人

６木造建築物の組立て等 作業主任者 作業指揮者

　　

監視人

７コンクリート工作物の解体等 作業主任者 作業指揮者

　　

監視人

８鋼橋架設等 作業主任者 作業指揮者

　　

監視人

９コンクリート橋架設等 作業主任者 作業指揮者

　　

監視人

ＩＤずし、道等の掘削等 作業主任者
坑内作業者 作業指揮者

　

切誓璽視 誘導者 点検者 測定者
１１ずし、道等の覆工 作業主任者

１２石綿等を取扱う作業 作業主任者 作業者

１３酸素欠乏、硫化水素中毒危険作業

酸素欠乏危険
作業主任者 作業者

監視人 測定者酸素欠乏・
硫化水素危険
ｆ機主緒

作業者

１４有機溶剤を取扱う作業 作業主任者 作業者

１５金属アーク溶接等作業 作業主任者 作業者

１６ガス溶接等作業 作業主任者 作業者

１７車両系建設機械（整地・運搬・積込み 運賭 運転者 作業指揮者 誘導者

１８車両系建設機械（解体用）運転業務 運転者
（３ｔ以上）
遍賭
（３ｔ未満）

作業指揮者 誘導者

１９不整地運搬車運転業務 運転者
（ｌｔ以上）

運転者
（ｌｔ未満）

作業指揮者 誘導者

２０高所作業車運転業務 運転者
（１ｏｍ以上）

運転者
（１ｏｍ潟満）

作業指揮者 誘導者 合図者

２１玉掛け業務 作業者
（ｌｔ以上）

作業者
（ｌｔ未満）

２２移動式クレーン運転業務 運転士
（５ｔ以上）

運転者
（１～５ｔ）
運購
（ｌｔ未満）

作業指揮者 合図者

２３車両系建設機械（締固め用）運転業務 運転者 作業指揮者 誘導者

２４巻上げ機運転業務 運転者

２５□ープ高所作業 作業者 作業指揮者 監視人

２６フルハーネス型安全帯使用作業 作業者

２７研削砥石の取替え、試運転業務 作業者

２８電気取扱業務
電気取扱者 作業指揮者

２９７ｒルゲートリフターの操作業務 操作者

　　　

‘」
‘

３０丸のこ等を取扱う作業 作業者※

３１刈払機を取扱う作業 作業者※

３２チェーンソー以外の振動工具を取扱う作業 作業者※

選任、指名等

注１）※は特別教育に準じた教育
注２）この表は建設業における主な作業について掲載しています。掲載していない作業、作業の条件など詳細は労働安全衛生法令、通達をご参照くださし、。
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Ｑ ＆ Ａ

　　　　　　　　 　

　

（１） 教育時間

　　
　　　　　 　 　　　　　　　 　

●教育時間、 教材、 講師など、 特別教育はどのように実施すれ

　　　　　

呼

　

ばし、し、のですか？また技能講習を受講するには、 どこに問し、

　

合わせをすればし、いのですか？

　

１． 特 別 教 育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，粒瀞

　

（１） 教育時間

　　

棚１」教育は・安衛法第５９条第３項に定められてし、るもので、事業者の責任にぉぃて行ぃます。

　　　

国 趣 船 国

　　　　

教育時間及び教育の内容につし、ては、 安全衛生特別教育規程におし、て、 各教育の科目とその範囲及び

　　　　　　　　　

ミ

　　　

教育時間が規定されてし、ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　

“

　

．

　

（２） 教材 恒１彊躍轄臨零

　　　　

教材につし、ては、 主な特別教育のテキストを建災防でご用意しておりますので、 ご活用くださし、。
特別教育テキストの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご案内

　

（３） 講師

　　　　

講師の資格につし、ては「講習科目につし、て、十分な知識・経験を有する者」とされてし、ます。

　　　　

建災防本部では、企業で行う特別教育の講師を対象にテキストに沿って、教育のポイントや教育の仕方につし、て、講師を養

　　　

成する講座を開催してし、ます。

　　　　　　　

◇足場の組立て等の業務に係る特別教育講師養成講座

（主な講座）◇アーク溶接特別教育講師養成講座

　　　

擬 技能 － －

　　　　　　　

◇石綿取扱い作業従事者特別教育講師養成講座

　　　　　　　

◇酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講師養成講座

　　　　　　　

◇低圧電気取扱い業務特別教育講師養成講座

　　　　

ーーメも 、

　　　　　

ｉ

　　　　　　

ｉ

◇フルハーネス型安全帯使用作業特別教育講師養成講座

　　　　　　　　　　　　

晴 一ｒ

　

●

なお、会社で特別教育を実施できなし、場合は、事業者に代わって建災防が実施し

　　　

－１直慶豊三 …
てし、る教育をご活用ください。 建災防で受講してし、ただくと受講した記録が永久的

　　　　　　

、

　

．
豆
．

　

＊”

に保管されると同時に、 特別教育修了証を交付し、たします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

≦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　

２． 技能講習

　

技能講習は、都道府県労働局に登録した建災防等の登録教習機関が実施します。教習機関が実施する技能講習を受講し、修了

試験に合格して修了証が交付されます。

なお技能講習の講師については、法令で資格が決められてし、ます。次頁（主な作業主任者技能講習）を参照くださし、。

鴫 翻
経験真知識を活か毎年

　

．

　　　

Ｊ

　　　

建災防の一員として安全衛生活動の指導者を目指しませんか！

●技能講習におし、て一度取得した資格は、 更新する必要がありますか？

　　

法令上は更新する制度はありません。しかし、施工方法の改善、取扱う資機材の開発などにより作業方法、手順や操作方法が変

　

わる場合があります。概ね５年を目安に最新の施工方法、最近の災害状況などについて、定期的に安全衛生教育（いわゆる再教育）

　

を受講することが必要とされています。（本紙では、能力向上教育注１）及び安全衛生教育注２）と表記しています。）

　　　

注１）「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」に基づく教育

　　　

注２）「危険又は有害な業務に現に就し、ている者に対する安全衛生教育に関する指針」に基づく教育

●わたしは労働者を雇わない個人事業者（一人親方）です
が、 わたしが自らガス溶接作業に従事する場合は、 技能

’

講習を受講する必要がありますか？
ガス溶接の業務など、安衛法第６１条の就業制限業務に就くことができる者は、業務に応じて

資格が定められております。可燃性ガスによる溶接、溶断等の業務は、ガス溶接技能講習を修了

した者とされておりますので、個人事業者であっても必ずガス溶接技能講習を修了する必要があ

ります。
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Ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｈ
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Ｊ
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“

　

－

　

」，

　　　　　　　

，－

　

－

　　

，

稲妻を活劇．ｉｉｉｉヒー準ぜの講師１ｒを目指しませんか！謡ｉＴ 車ロー叢を涌か，し．ｉｆｉｊしＩｉ
１￥の講

　

１を・ 日．しませんか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．この表は建設業に関連する主な作業主任者技能講習
※１につし、て、安衛法別表第２０に示されてし、る学歴と経験に応じた講師資格を示したものです。

２，別表第２０は、各技能講習の学科及び実技の科目ごとに講師の資格が規定されてし、ますので、
詳細を必ずご参照くださし、。

　

また、別表第２０の「同等以上の知識「鰹叩験を有する者」
※２につし、ては、関係通達におし、て資格や経験などが示されていますので、併せて必ずご確認ください（※

２こ

の表には表示していません。）。
３，同じ技能講習であっても、講習の科目によって専攻条件の有無、作業経験の内容及び年数

が異なることにご留意ください。　

　

　

　　　　　

　　
　　
　　

３

※１：作業主ィき曹技能講習

（豊開閉
①足場の組立て等
②地山の掘削及び土止め支保工
③型枠支保工の組立て等
④建築物等の鉄骨の組立て等
⑤木造建築物の組立て等

建設の作業※１）に従事した経験
※１）
①：造船、の作業を含む。
⑥：木造建築物の組立て等作業に限る。
⑥：コンクリート工作物の解体等作業に限る。
⑨⑩：ずし、道等の建設の作業に限る。

３年以上

①②③
④⑥⑦
⑤⑨⑩

①②⑨
④⑤⑥

仰
①
①②③
④⑨⑦
⑧⑨⑱

（専攻の条件なし）①②③④⑤①⑦⑧⑨⑩

５年以上

　　　　　　　

ー ①②⑨
④⑨⑦
⑨◎⑩

①②③
④⑤⑥
⑦⑤
①
①
④
⑧

⑨
⑦
⑩

（専攻の条件なし）①② ④⑨⑤⑦⑧⑨⑩

１０年以上 （学歴の条件なし）⑤：作業，経験のうち、３年以上職長等の指導監督者としての地位にあった者

安全指導の業務※２）に従事した経験
※２）

①：造船の作業を含む。
⑤；木造碑築物の組立て等作業に限る

⑥：コンクリート工作物の解体等作業に限る。
⑨⑩：ずい道等の建設の作業に限る。

３年以上 （専攻の条件なし）①②⑧④①⑨⑦⑨⑨⑩

５年以上 （専攻の条件なし）①②⑧④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

安全の実務に従事した経験

１年以上 （専攻の条件なし）⑮

３年以上 （専攻の条件なし）①②⑤④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

５年以上 （専攻の条件なし）⑤

労働衛生に係る工学に関する研究又は
実務に従事した経験

２年以上

⑩⑩⑩
⑩は理
学専攻を

　

含む

　　　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

・

　　　　　　

ー’９．；，′，ノ，，文 ２年以上
⑪⑫⑩
⑭：大
弊のみした経験

労働衛生の実務に従事した経験

　

１年以上 （専攻の条件なし）⑪⑩⑩⑭労働衛生の実務に従事した経験

　　　　　

正ム

　

ー“・夕‐′ １年以上

　

ば １

　

２

　

３

⑩：理
学轍を
含む

　　　　　

正ム

　

ー“・夕‐′

　

‐．，閏９

　　

・

　　　　　

二；し

経験
２年以上

⑩＝大
郭のみ嗣⑩

ガス溶接等の業務に従事した経験

１ガス溶接技能講習修了者

１年以上 ⑩

３年以上

　

「
‘

⑩ ⑩

５年以上 （学歴の条件なし）⑮

、．’′
⑮

　　　

⑮

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

ー

学歴

⑥コンクリート工作物の解体等
⑦鋼橋架設等
⑨コンクリート橋架設等
⑨ずし、道等の掘削等
⑩ずい道の遷工

大学又は高等専門学校卒

⑪石綿
⑫酸素欠乏・硫化水素中毒危険
⑩有機溶剤
⑩金属アーク溶接
⑮ガス溶接

建災防本部・支部
問合せ先

Ｒ７，９

Ｍ

　　　　　

ｒ／
′

技能講習、特別教育等安全衛生教育のお問し、合わせは、
建災防本部又は都道府県支部へ

本部教育推進部

　

０３一３４５６一０６１８
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｋｅｎｓａｉｂｏｕ．ｏｒ．」Ｐ

２３



　　　

建災防の無料で活用できる支援事業！

　

厚生労働省関係事業

　　　　　　

連絡先は、薦災防宮城県支部まで（電話０２２‐２２十１７９７）

（下記は令和７年度時点のものです。）

事業名 内容 安全

パト□－ル

教育・集団指

導

安全大会

自然災害からの

復旧・復興工事安全衛生

確保支援事業

（支援センタ

　　　

－

　　

回織糠＃◎

　　

、」涌

　

：好戦！救 綴…ｉｌ

会ください）

　

ｉｌ』
Ｉ鰹繋灘

　　　　　

区電撃雷雲駆；

安全衛生の専門家による

　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　

×

現閣脂導、安全衛生教育等

　

指導員が巡回指 基礎的教育、
を実施します。復旧・復興

　

導し助言しま 管理者教育を

工事の｛蚕ｂ、、減災工亭等も

　

す。併せてワン 当方カリキユ

対象としています。

　　　　

ポ・インＨ研修も ラムにより実

右活動を実施すると、実

　

可能です。

　　

施します。

施証明■を交付します。

　　　　　　　　　　　　

詳しくは次頁支援センターのチラシもご覧ください。

専門工事業者等の安全衛

生活動支援事業

（専門工事支援事業でご照会

ください）

　　

回』予納＝夷国

　　　

難題１艶美ｌｉもぎ該謹呈；

　　　

胃弱ｉｉｌｌｉさま１講説…

専門エー業宿者及び中小建

設と業者の安全衛生活動の活

性化を支援します。

専門工事業団体が本事業

の指定を受けると、会場費

等の補助も受けられます。

個別嘘跡店樹定を
受けると年間を通して、パ

ト□－ル、安全大会等への

推圏畦員の派ｍ遭が受けられま

す。

Ｏ

推囲棚
バト□－ル；を

実施し助言し

ます。

Ｏ

団ｎ体等のご要

望に応じて、

堰椎准員を派

這。（法令等で

義務付けの欄習

は除外）

（例）墜落対

策、納細
策、メンタル

ヘルス対策

Ｏ

専門工事業

者が参加す

る安全協議

会等に講師

を派遣しま

す。

安全管理士による支援

　

雲霞霊園
安全管理士が、中小総合

職工鞭辞を支援は
す。

（１事業者年１回まで）

対象飾国威は、東北全域を

カバーできます。

Ｏ

管理士が暇‐陽

バト□－ルを

実施し助言し

ます。

Ｏ

団幣の」壌
望に応じて、

鯛畔を派
這。（法令等で義

務付けの構習は

餅）

Ｏ

安錨蛤等
に管理士を派

遣します。

２４
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′
．

　　　　　　　　　　　　　

・
１
Ｌ．

現場パトロール、教育などの

安全衛生活動をお手伝し、します！

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

　　

　　　

　

　

　

　　

－１」‘

　

”’，′・一

　

，：

　

． ｒ

　

ｔ

　

‐“・・：－
‐’・１’１

　

１・′

　　

…

安
全
衛
生
教
育警

　

管艦督者向ーナ教育

　　

現場の管離督的な立場－こおられる方

　

・し

　　　　

（１２０分程度）

※１

　

ご要望に応じて現場指導では、 「ワンポイント安全衛生教育」なども行し味す。
※２

　

安全衛生教育では、当日テキスト等を配布し、たします。テキストの費用はかかりません。

自然災害関連工事宮城安全衛生支援センター

　　

　

　　

　　　　　　　

　　

　　

　

　　　　　

　

　

　　

ｆ・・．・一・．．・

・・，・・・・・・も．・“”“，”・
，

　

．・

　

小．‐．

　

，

　

．・一，

　

．・
ー．・

「お申し込み；…

　

「現喝指導・安全衛生教育等申込邑」 を各支部支援センターに

　

ＦＡＸし、ただ＜か、 お電話でお申し込みください．

｛、実施方法鱒〕

　

日程等調整の上、訪問により実施します。
事業所、 現喝などに会堰かない喝合はご相談ください。
当日、教育内容に合わせたテキストをご用患します。

　

（テキストの費用はかかりません。）

・ー－ 離
本事業をご利用いただいた亭業主の謬様には、ご要撃に応Ｕ

「事業実施証明●」を発行することもできます．

　

種

　　　

類

　　　　　　　　　　

対

　　　

象

　　　　　　　　　　　

内

　　　

容

　

鯛 指導

　　　　　　　　

轍 擬－餌 嫌

　　　　　

脚 ト□－ル 脂・ 獅

　　　　

曽

　

世

　

” 鵠

　

宜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・建設現場の仕事と安全衛生

　　　　

塁 璽^ ハ弘悪
胃

　　　

現場経験の浅し、方、再教育が必要な方

　　

・労働災害とその防止対策など
衛

　　　　

巴Ｕガ往反′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ワンポイント安全衛生教育

・統括安全衛生管理とは
・管理監督者の役割と職務など

　　　

ｒ

２５



　　

　

　

１

　　

　

　　

　

園

　　

１ ‐． に

図

国＝
□

　

総合工事

　　

□

　

専門工事 （土木・建築）

　

□

　

設備工事

ｎ＝■□□

　

建築 □

　

土木 □

　

設備

１．官公庁（国・都道府県

□ その他

　

（

□ その他 （

市区町村） □

　

２．民間

年

　　　

月

ワンポイント安全衛生教育 □

　

希望する

日 （

□

　

希望しなし、

）□ ＡＭ

　

□

　

ＰＭ 時 ～

＝ ＝－管理監督者等に
対する安全衛生教育

□

　

その他

　

安全衛生に関する情報提供など講話等のご要望があれば事前にご相談ください。

ご注１：内容、 日時等によってはお受けできない場合もありますので、 ご了承願います。
：注２：お申込みでご記入いただいた個人情報は、 現場指導等の実施のために使用するものであり、申込者

　　

の同意なしにこの事業の目的以外に使用することはありません。

　　

．

２６



　
　　　　
繍雪こご （

　

ハ．
ド メが

　　　　　　　　　　　　　　

ノ′‘
′′〆

　　　　　　　　　

●「「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ／＼

　　　 　　　　　 　　　
　　

東日本大震災の復旧・復興工事では、多くの建設関係者が、厳しい作業環境

の中、膨大な工事を迅速かつ安全に進め、東北の復興に尽力されました。
建災防では、この教訓を活かし、これから起こりうる自然災害の復旧・復興

工事、及び防災・減災工事の安全確保対策を推進するため、全国に安全衛生

対策支援センターを設置しています。
（写真は気仙沼大島架橋工事：大日本］ンサルタント（株）提供）

自然災害関連工事宮城安全衛生支援センター

〒９８０‐０８２４

　

宮城県仙台市青葉区支倉町２‐４８

　

宮城県建設産業会館５階

建災防宮城県支部内

ＴＥＬ

　

０２２‐２２４【１７９７

　

ＦＡＸ：０２２‐２６５‐５６０４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回－：輔導ｉｆｌｉ…◎

ｍａｉｌ：ｋｅｎｓａｉｂｏｕ－ｓｈｉｅｎ＠ｄｒｃｕｓ．ｏｃｎ，ｎｅ・ＪＰ

　　

：：：裏Ｊｉｍ瞬ぎＳｉ糧…≧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

断に馨…１凄艶！ｉｉ

詩生教育を無料で実施しています！

　　

◎繋ぎ灘凝……現場巡回指導、安全衛生教育を無料で実施しています！

建設業労働災害防止協会宮城県支部
〒９８０‐０８２４仙台市青葉区支倉町２－４８宮城県建設産業会館５Ｂ皆

電話０２２－２２４－１７９７Ｆａｘ０２２－２６５‐５６０４

　　　　　

２７


